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は じ め に 

 
この手引について 

 
 この手引は建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年 5 月 31 日

法律第 104 号））に基づく届出及び通知に関する手続方法等をまとめたものです。 

また、各主体者（発注者、元請業者、下請業者及び自主施工者）の同法に基づく義務関係をまとめたペ

ージから、その各詳細がまとめられたページを引くことで関係事項を確認することができます。 

届出等の手続や解体工事・新築工事等の建設工事における適正な分別解体等及び再資源化等を行うに

当たり、この手引をご活用ください。 

 

【ご注意】 解体工事業の登録について 

建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録事務は横浜市ではなく神奈川県で行っています。当該登

録に関するお問い合わせは、P.61「参考資料２ 関係窓口及び神奈川県内の届出窓口について」にある解体

工事業の登録の窓口へご連絡ください。 

 

 

建設リサイクル法の目的 

 
≪建設リサイクル法第１条より≫ 

この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずる

とともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の

減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
 
 
建設リサイクル法の制定背景 

 
≪環境省ホームページ 建設リサイクル法の概要より≫ 

出典：https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html 

 

近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理

をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンク

リート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約２割を占め（平成

13 年度）、また不法投棄量の約６割を占めています（平成 14 年度）。さらに、昭和 40 年代の建築物が更

新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確

保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成 12 年５月に建

設リサイクル法が制定されました。 
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01-１ 建設リサイクル法に基づく手続等のポイント 【発注者編】 

 
(1) 建設リサイクル法に基づく届出対象の工事か確認する 

 発注しようとする建設工事のうち建設リサイクル法（以下「法」という。）に定める一定規模・金額以

上となる工事（以下「対象建設工事」という。）については、その工事着手の７日前までに発注者から行政

庁へ届出が必要となります。対象建設工事となるかについては P.7のフロー図を使用し確認できます。 
 

(2) 建設工事を請け負う元請業者から建設リサイクル法に基づく説明を受ける 

 対象建設工事を請け負う元請業者は、発注者へ分別解体等の計画や工事の工程の概要等を説明する義

務があります。発注者は工事契約前に元請業者からその説明を受けてください。 

なお、その説明は書面又は電子ファイルを交付し行う必要があるため、その書面等が交付されていない

場合は必ず元請業者にその交付を求めてください。 

詳細は P.18「06-1 発注者への説明義務について（法第 12 条第１項）」をご確認ください。 
 

(3) 建設工事の請負契約書に建設リサイクル法に基づく追加の書面が添付されているか確認する 

 対象建設工事の請負契約書には建設業法に定める書面以外に、利用する再資源化施設名称等が記載さ

れた追加書面（電子上の契約の場合は電子ファイル）の添付が必要となっています。発注者はその書面が

添付されていることを確認してください。 

詳細は P.19「06-3 工事請負契約書への書面の追加添付義務について（法第 13 条第１項）」をご確認くだ

さい。 
 

(4) 建設リサイクル法に基づく届出書を提出する 

 対象建設工事は行政庁への届出が必要となり、その届出義務は発注者にあります。元請業者等に届出手

続を委任する場合は委任状を届出書に添付してください。 

詳細は P.11「03 受付窓口等のご案内」及び P.13「04 届出の必要書類及び留意事項等について」をご確認

ください。 
 

(5) 工事着手前に届出内容に変更があった場合は変更届出書を提出する 

 工事着手前に届出内容の変更があった場合は、その工事着手の７日前までに発注者から行政庁へその

旨の届出が必要となります。元請業者等に届出手続を委任する場合は委任状を変更届出書に添付してく

ださい。なお、発注者や元請業者、工事の場所が変わる等の工事に関する前提が変更となる場合は、新たに

届け出る必要がありますのでご注意ください。 

詳細は P.16「05 届け出た内容を変更又は取り止める場合について」をご確認ください。 
 

(6) 元請業者から特定建設資材廃棄物の再資源化等について報告を受ける 

対象建設工事で排出される木材、コンクリート及びアスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの

（特定建設資材廃棄物）はその工事受注者（元請業者又は下請業者）で再資源化等を行うことが義務づけ

られ、それに関する報告を発注者は元請業者より受けることとなります。 

詳細は P.21「06-6 発注者への再資源化等状況の報告義務について（法第 18 条第１項及び第２項）」をご確

認ください。 
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01-２ 建設リサイクル法に基づく手続等のポイント 【元請業者編】 

 
(1) 建設リサイクル法に基づく届出対象の工事を請け負う場合は発注者へ法に基づく説明を行う 

 建設リサイクル法（以下「法」という。）の対象となる工事（以下「対象建設工事」という。）を請け負

う場合、その工事契約前に法に基づく説明を発注者へ書面又は電子ファイルを交付して行う必要があり

ます。対象建設工事となるかについては P.7のフロー図を使用し確認できます。 

詳細は P.18「06-1 発注者への説明義務について（法第 12 条第１項）」をご確認ください。 
 
(2) 建設工事の請負契約書に建設リサイクル法に基づく書面を添付する 

対象建設工事の請負契約書（下請契約含む）には建設業法に定める書面以外に、利用する再資源化施設

名称等が記載された追加書面（電子上の契約の場合は電子ファイル）の添付が必要となっています。 
詳細は P.19「06-3 工事請負契約書への書面の追加添付義務について（法第 13 条第１項）」をご確認くだ

さい。 
 
(3) 建設リサイクル法に基づく届出書を提出する （※発注者から委任を受けた場合） 

 対象建設工事はその工事着手の７日前までに行政庁への届出が必要となります。その届出手続を発注者

から委任された場合は、届出書に委任状を添付し提出してください。 

詳細は P.11「03 受付窓口等のご案内」及び P.13「04 届出の必要書類及び留意事項等について」をご確認

ください。 
 
(4) 工事着手前に届出内容に変更があった場合は変更届を提出する （※発注者から委任を受けた場合） 

 工事着手前に届出内容の変更があった場合は、その工事着手の７日前までに行政庁へその旨の届出が

必要となります。その届出手続を発注者から委任された場合は、変更届出書に委任状を添付し提出してく

ださい。なお、発注者や元請業者、工事の場所が変わる等の工事に関する前提が変更となる場合は、新たに

届け出る必要がありますのでご注意ください。 

詳細は P.16「05 届け出た内容を変更又は取り止める場合について」をご確認ください。 
 
(5) 下請業者に建設工事を請け負わせる場合は届出内容を告知する 

 請け負った対象建設工事の全部又は一部を他の業者に請け負わせる場合は、その業者に対し法に基づ

き届出内容を告知する必要があります。 

詳細は P.18「06-2 下請業者への告知義務について（法第 12 条第３項）」をご確認ください。 
 

(6) 建設工事において分別解体等を行う 

 対象建設工事の受注者（元請業者又は下請業者）は法に基づき分別解体等を行う必要があります。分別

解体等に関する事前調査、着手前の事前措置、施工計画についての基準は法規則で定められています。 

詳細は P.20「06-4 分別解体等の実施義務について（法第９条第１項）」をご確認ください。 
 

(7) 特定建設資材廃棄物の再資源化等を行い、発注者への報告する 

対象建設工事の受注者（元請業者又は下請業者）は排出される木材、コンクリート及びアスファルト・

コンクリートが廃棄物となったもの（特定建設資材廃棄物）について再資源化等を行うことが義務づけら

れ、元請業者はそれに関する報告を発注者へ行う必要があります。 

詳細は P.21「06-5 特定建設資材廃棄物の再資源化等義務について（法第 16 条）」、「06-6 発注者への再

資源化等状況の報告義務について（法第 18 条第１項及び第２項）」をご確認ください。  
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01-３ 建設リサイクル法に基づく手続等のポイント 【下請業者編】 

 
(1) 下請業者として建設工事を請け負う場合は元請業者から届出内容の告知を受ける 

建設リサイクル法（以下「法」という。）の対象となる工事（以下「対象建設工事」という。）の全部又

は一部を下請として請け負う場合は、法に基づき元請業者から届出内容が告知されます。その告知方法は

口頭でも可能となっていますが、トラブルを防止するために書面等による告知を受けるようお願いしま

す。対象建設工事となるかについては P.7のフロー図を使用し確認できます。 

詳細は P.18「06-２ 下請業者への告知義務について（法第 12 条第３項）」をご確認ください。 
 

(2) 建設工事の請負契約書に建設リサイクル法に基づく書面を添付する 

対象建設工事の請負契約書（下請契約含む）には建設業法に定める書面以外に、利用する再資源化施設

名称等が記載された追加書面（電子上の契約の場合は電子ファイル）の添付が必要となっています。 
詳細は P.19「06-3 工事請負契約書への書面の追加添付義務について（法第 13 条第１項）」をご確認くだ

さい。 
 

(3)  建設リサイクル法に基づく届出書を提出する （※発注者から委任を受けた場合） 

対象建設工事はその工事着手の７日前までに行政庁への届出が必要となります。その届出手続を発注者

から委任された場合は、届出書に委任状を添付し提出してください。 

詳細は P.11「03 受付窓口等のご案内」及び P.13「04 届出の必要書類及び留意事項等について」をご確認

ください。 
 

(4) 工事着手前に届出内容に変更があった場合は変更届を提出する （※発注者から委任を受けた場合） 

 工事着手前に届出内容の変更があった場合は、その工事着手の７日前までに行政庁へその旨の届出が

必要となります。その届出手続を発注者から委任された場合は、変更届出書に委任状を添付し提出してく

ださい。なお、発注者や元請業者、工事の場所が変わる等の工事に関する前提が変更となる場合は、新たに

届け出る必要がありますのでご注意ください。 

詳細は P.16「05 届け出た内容を変更又は取り止める場合について」をご確認ください。 
 

(5) 建設工事において分別解体等を行う 

 対象建設工事の受注者（元請業者又は下請業者）は法に基づき分別解体等を行う必要があります。分別

解体等に関する事前調査、着手前の事前措置、施工計画についての基準は法規則で定められています。 

詳細は P.20「06-4 分別解体等の実施義務について（法第９条第１項）」をご確認ください。 
 

(6) 特定建設資材廃棄物の再資源化等を行う 

対象建設工事の受注者（元請業者又は下請業者）は排出される木材、コンクリート及びアスファルト・

コンクリートが廃棄物となったもの（特定建設資材廃棄物）について再資源化等を行うことが義務づけら

れています。 

詳細は P.21「06-5 特定建設資材廃棄物の再資源化等義務について（法第 16 条）」をご確認ください。 
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01-４ 建設リサイクル法に基づく手続等のポイント 【自主施工者編】 

 
(1) 建設リサイクル法に基づく届出対象の工事か確認し届出書を提出する 

 建設工事のうち建設リサイクル法（以下「法」という。）に定める一定規模・金額以上となる工事につ

いては法に基づき、その工事着手の７日前までに自主施工者から行政庁へ届出が必要となります。対象建設

工事となるかについては P.7のフロー図を使用し確認できます。 

なお、代理者に届出手続を委任する場合は委任状を届出書に添付してください。 

詳細は P.11「03 受付窓口等のご案内」及び P.13「04 届出の必要書類及び留意事項等について」をご確認

ください。 
 

(2) 工事着手前に届出内容に変更があった場合は変更届を提出する 

 工事着手前に届出内容の変更があった場合は、その工事着手の７日前までに自主施工者から行政庁へ

その旨の届出が必要となります。代理者に届出手続を委任する場合は委任状を変更届出書に添付してく

ださい。なお、工事場所の変更等の工事に関する前提が変更となる場合は、新たに届け出る必要がありますの

でご注意ください。 

詳細は P.16「05 届け出た内容を変更又は取り止める場合について」をご確認ください。 
 

(3) 建設工事において分別解体等を行う 

 対象建設工事の自主施工者は法に基づき分別解体等を行う必要があります。分別解体等に関する事前

調査、着手前の事前措置、施工計画についての基準は法規則で定められています。 

詳細は P.20「06-4 分別解体等の実施義務について（法第９条第１項）」をご確認ください。 
 

(4) 特定建設資材廃棄物の再資源化等に努める 

対象建設工事で排出される木材、コンクリート及びアスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの

（特定建設資材廃棄物）について再資源化等の促進に努めてください。 

 

 

 

【補足】 「自主施工者」とは 

「自主施工者」とは工事の受注を受けて施工するのではなく、自ら所有する物件等の工事を自ら施工す

る者のことです。また、工事の一部でも他者に請け負わせた場合は自主施工者になりません。 
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下記のいずれかの工事に該当しますか。
(1) 特定建設資材を用いた建築物又は建築物以外の工作物の解体工事
(2) 特定建設資材を使用する建築物又は建築物以外の工作物の新築工事等（解体工事以外の工事）
【※ 特定建設資材：コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルト・コンクリート】

該当する 該当しない

工事の対象はどちらですか。

建築物（※１）の工事
建築物以外

の工作物の工事
請負金額(※２)は税込で
500万円以上ですか。

工事の種類はどれに
該当しますか。

解体工事
新築又は
増築工事

左記以外の工事
(修繕・模様替等工事)

解体する床面積(※３)
の合計は80㎡以上です
か。

建築又は増築する床面
積(※３)の合計は500
㎡以上ですか。

請負金額(※２)は税込
で１億円以上ですか。

届出
必要

要綱の
届出(※4)

届出
不要

届出
必要

届出
不要

届出
必要

届出
不要

届出
必要

届出
不要

はい いいえ

はい はい はいいいえ いいえ いいえ

※１ 「建築物」とは建築基準法に規定する建築物をいいます。
≪建築基準法第２条第１号≫
建築物 ⼟地に定着する⼯作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含
む。）、これに附属する⾨若しくは塀、観覧のための⼯作物⼜は地下若しくは⾼架の⼯作物内に設ける事務
所、店舗、興⾏場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並
びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含む
ものとする。
≪建築基準法第２条第３号≫
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給⽔、排⽔、換気、暖房、冷房、消⽕、排煙若しくは汚物処理の設
備⼜は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
※２ 自主施工の場合の請負金額の考え方について
仮に請負⼯事とした場合における適正な請負代⾦の額で対象規模以上となるかを判断してください。

※３ 床面積の考え方について
建築物の各階⼜はその⼀部で壁その他の区画の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積です。屋根付きの

カーポート、地下⾞庫等は建築物です。それらを合わせて解体⼜は新築・増築を⾏う場合はその床⾯積が算
⼊されているか確認してください。
※４ 床面積の合計が80㎡未満の建築物の解体工事について「解体工事届出書」の提出を求めています。
横浜市では「横浜市 建築物の解体⼯事に係る指導要綱」に基づき横浜市内で⾏う⼩規模な建築物の解体

について、同要綱に基づき「解体⼯事届出書」の提出を求めています。
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このような架台（床板の上部を駐車
や建築物へのアプローチとして利用
するもの等）といわれるものは建築
物以外の工作物です。
※架台の下部利用がある場合は、建
築物と判断されることがあります。

参考図 ２

建物敷地 道路敷地

水道管等の建築設備

建築物

建築物に附属する門、塀
は建築物。
※建築物がなく門、塀が単
独で存在するものは建築
物以外の工作物です。

擁壁は建築物
以外の工作物。

屋根がない土間部分（駐車場部分
等）は建築物以外の工作物。

建物敷地内の建築設備は建築物に該当します。
建物敷地外（道路敷地等）の建築設備は建築物以外。

参考図 １

植栽は工作物ではあり
ません。特定建設資材
にも該当しません。

屋根付きの駐車場や駐輪場
は建築物です。住宅等の建築
物と合わせて解体等する場
合は、この部分の床面積も算
入する必要があります。

建築物に該当するもの、しないもの
参考図解

8



面積の算定及び工事の種類に関する補足等

工事内容 補足内容
該当する

工事の種類

建築物の一部を解体す

る（※1）

その工事で解体する部分の床面積の合計で

届出の対象かを判断します。
建築物の解体工事

建築物の床を解体する

（※1）

エレベーターの設置工事等で床を解体する場

合、解体する床面積の合計で届出の対象かを

判断します。

建築物の解体工事

屋根を解体する（※1）

その工事で屋根版まで解体する場合は、解体

する部分の直下の階の床面積の合計で届出の

対象かを判断します。

建築物の解体工事

屋根のふき材の交換を

行う

その工事に特定建設資材を使用する場合に

は、工事の請負金額で届出の対象かを判断し

ます。

建築物の

修繕・模様替等工事

（※2）

物置を解体する

解体する部分の床面積で届出の対象かを判

断します。

ただし、特定建設資材を用いていないスチー

ル製の簡易な物置で基礎を設置せず据え置く

タイプのもの等は届出の対象外です。

建築物の解体工事

火災にあった建築物を

解体する

P.57「よくあるQ＆A」のQ８に取扱いを示し

ていますのでご確認ください。

建築物の解体工事

又は

建築物以外の工作物

の解体工事

リフォーム工事（内外装

の撤去と新設）をする

その工事に特定建設資材を使用する場合に

は、工事の請負金額で届出の対象かを判断し

ます。

建築物の

修繕・模様替等工事

（※2）

建築設備の付帯工事で

床版や壁にスリーブを

抜く

その工事に特定建設資材を使用する場合に

は、工事の請負金額で届出の対象かを判断し

ます。

建築物の

修繕・模様替等工事

（※2）

新築工事の建築設備工

事のみ請け負った場合

その工事に特定建設資材を使用する場合に

は、工事の請負金額で届出の対象かを判断し

ます。

建築物の

修繕・模様替等工事

（※2）

※1 「建設リサイクル法」と「横浜市建築物の解体⼯事に係る指導要綱」（床⾯積の合計が
80㎡未満の建築物の解体⼯事）で対象建設⼯事の考え⽅が異なります。P.59「よくあるQ＆A」
のQ21をご確認ください。

※2 「建築物の修繕・模様替等⼯事」とは建築物の解体⼯事、新築⼯事⼜は増築⼯事以外の
⼯事をいいます。
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03-２ 提出方法のご案内 
 

 届出書等の提出については窓口への持参又は郵送のどちらか都合がよろしい方をご利用ください。郵

送を利用される場合は下記の諸注意等をご確認ください。 

 

【受付窓口で提出する】 

受付窓口で直接提出される場合は、前頁の「03-1 受付窓口のご案内」にある受付窓口にお越しいただ

き提出してください。提出にあたり事前予約は不要です。 

 また、ゴールデンウイーク前や年末は例年受付窓口が混雑します。受付にお時間を要する場合がありま

すので余裕をもってお越しください。 

 

【郵送等で提出する】（※電子メールでの受付は行っておりません。） 

【宛 先】 

郵便番号 231-0005 

横浜市中区本町６－50－10 横浜市役所 23 階 

横浜市資源循環局 事業系廃棄物対策課 管理係 

TEL 045-671-3446 

 

 【郵送等による提出の際のご注意】 

<郵便料金の変更に関するご注意>  

令和 6 年 10 月 1 日から郵便料金が変わります。郵送時期により返信用封筒に添付する切手料金にご注意

ください。郵便料金の変更内容については郵便局のホームページ等をご確認ください。 

 

(1) 工事着手の７日前までに当課に必着となります。郵送等をご利用の際は余裕をもってご提出くだ

さい。 

(2) 正本(１部)及び副本(１部)の計２部と、必要な料金の切手を貼った返信用封筒を同封してくださ

い。 

(3) 到達履歴が残らない発送方法を利用される場合、届出書等が到達しなかったことについての責

任は当課で負いかねます。発送状況等履歴が確認できる発送方法の利用を推奨します。 

(4) 受付印を押した副本と届出済シールを合わせて返送いたします。届出済シールは工事現場の標

識に貼り付けてください。 

(5) 届出内容に不備等があった場合に担当窓口から問い合わせることがあります。必ずつながり易

い問い合せ先（会社名、担当者名、電話番号等）を記載してください。 

(6) 送付前には記載漏れ、図書の添付漏れがないか再度ご確認ください。 
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04 届出の必要書類及び留意事項等について 

 
04-１ 届出の必要書類について 

 
横浜市内で施工する建設リサイクル法の対象となる建設工事の発注者又は自主施工者は、その工事着

手の７日前までに横浜市長あてに届出が必要です。 

以下の必要書類一式を１部としてまとめ、合計２部（正１部、副１部）作成してください。 

 

【必 要 書 類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 届出書（様式第１号） （※変更届の場合は変更届出書（様式第２号）を添付） 

(2) 別表（分別解体等の計画等） 

 別表１～３のうち該当する建設工事の種類のものを添付してください。複数に該当する場合は該当す

るものを全て添付してください。 

(3) 委任状  （※発注者又は自主施工者ご本人が提出する場合は添付不要） 

(4) 案内図（縮尺目安 1/1500） 

 工事現場の場所（解体工事については対象の建築物等の位置）がわかる地図等を添付してください。 

(5) 工程表 

 解体工事については参考様式を P.26「09 様式及び参考様式」に掲載しています。 

(6) 写真又は設計図面（以下は添付図書の例） 

解体工事の場合：解体対象の建築物又は建築物以外の工作物の全体がわかる写真（１～２枚程度） 

建築物の新築・増築工事の場合：配置図・各階平面図・立面図 

※建売り等で一連の工事として複数棟の建築物を建築する場合は各階平面図・立面図については代表

する１棟分のみの添付で結構です。ただし、配置図については各棟分必要ですのでご注意ください。 

建築物の修繕・模様替工事等の場合：工事内容（リフォームや補修、建築設備工事内容等）のわかる図面 

建築物以外の工作物の工事の場合（解体工事を除く）：工事内容のわかる設計図又は工事概要等 

  宅地造成工事の場合は宅地造成計画平面図、舗装工事の場合は舗装位置図及び道路標準構造図 等 

 

（６） 写真又は設計図面 

（５） 工程表 

（４） 案内図 

（３） 委任状 

（2） 別表 

（1） 届出書 

ホチキス 
左上綴じ 

（※） 副本 

届出書（（1）～(6)ま
での図書）の副本を
１部ご用意くださ
い。 
受付印を押印のう
え、「届出済シール」
を添付しお返ししま
す。 
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04-２ 届出に関するご案内及び留意事項について 

 
(1) 届出書の様式の入手先 

 受付窓口（P.11「03 受付窓口等のご案内」参照。）で配布している他、以下のホームページからダウン

ロードすることができます。 

 

【様式のダウンロードページ】 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-
recycle/sangyo/recycle/ken-red.html 

 

(2) 工事着手の７日前の計算の仕方 

 〇月８日に着手したい場合、〇月１日が工事着手の７日前になります。この７日には土日・祝日、年末

年始の閉庁日（12月 29日～１月３日）も含んで数えます。 

着手の７日前が土日・祝日等の場合は、その直前の開庁日までの提出をお願いします。 

 なお、工事着手にはその工事のための仮設工事も含まれますのでご注意ください。 

〇月 1 日(木) 〇月２日(金) 〇月３日(土) 〇月４日(日) 〇月５日(月) 〇月６日(火) 〇月７日(水) 〇月８日 (木) 

提出日    祝日   最短着手日 

 

(3) 変更届出書に関するご注意 

 工事着手前に届出内容に変更が生じた場合は変更届出書の提出が必要です。提出期限は届出書同様に

工事着手の７日前までとなります。なお、変更内容によっては届出書の新たな提出が必要となる場合があ

りますのでご注意ください。詳細は P.16「05-1 届け出た内容を変更する場合の手続」をご確認ください。 

 

(4) 届け出た工事を取り止める場合について 

P.17「05-2 届け出た工事を取り止める場合について」をご確認ください。 

 

(5) 届出書提出前の事前調査の徹底について 

 分別解体等を行うにあたり、建設リサイクル法施行規則第２条第１号に定める事項について事前調査

を行う必要があります。調査対象は建設工事に係る建築物等、周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品（残

置物）及び石綿等の付着物等についてです。 

特に吹付け石綿や石綿含有建材の有無等については、大気汚染防止法等の関係法令が制度強化により

改正等されています。石綿の関係法令に関する手続と合わせ、石綿に関する事前調査の徹底をお願いしま

す。次頁に石綿に関する参考資料を掲載していますのでそちらもご確認ください。 

 

【大気汚染防止法に関するお問合せ】 

 大気汚染防止法に関する手続等のお問い合わせは、P.61「≪参考資料 2≫ 関係窓口及び神奈川県内の

届出窓口について」にある大気汚染防止法関係の窓口へご連絡ください。 

 

  

【QR コード】 
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05 届け出た内容を変更又は取り止める場合の手続について 

 
05-１ 届け出た内容を変更する場合の手続 

 
工事着手前に届出内容の変更があった場合は、その工事着手の７日前までに発注者から行政庁へその旨の

届出が必要となります。ただし、発注者や元請業者、工事の場所が変わる等の工事に関する前提が変更と

なる場合は、新たに届出る必要がありますのでご注意ください。 

なお、届出内容等に錯誤があった場合の対応については受付窓口にご相談ください。 

【補足】 変更届出書の提出が必要ないものの例 

(1) 電話番号が変更される場合について 

電話番号の変更について変更届出書の提出は不要です。ただし、届出内容について問い合わせることが

ございますので、電話番号の変更については受付窓口にご連絡ください。 

(2) 工期が延長した場合について 

工事着手前後を問わず、工事完了予定日の変更については変更届出書の提出は不要です。なお、工事完

了予定日の変更についてご連絡いただいた場合は本市で別途記録を残しています。 

(3) 建設業に基づく許可又は建設リサイクル法に基づく登録を更新した場合について 

 届出時点から工事着手までの間に許可等の更新を行い、更新年度部分の数字が変更となる場合、それに

よる変更届出書の提出は不要です。 

 
 
 
 
 
 
【変更届出書の必要書類】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・上記の書類一式を１部としてまとめ、合計２部（正 1部、副１部）作成してください。 

・書類(1)及び(3)は様式左側に変更箇所チェック欄がある変更用の様式を使用してください。 

・変更箇所は変更箇所チェック欄をチェックし、変更以外の記載事項も必ず記入してください。 

（６） 写真又は設計図面 

（５） 工程表 

（４） 案内図 

（３） 別表 
※変更届用のもの 

＋ 

(

３)

〜(

６)

は
変
更
が
生
じ
た
も
の
の
み
添
付
す
る
。 

（2） 委任状 
※代理者が提出する場合のみ 

（1） 変更届出書 

ホチキス 
左上綴じ 

変更届出書の副本を
１部ご用意くださ
い。 
受付印を押印し返却
します。 
※「届出済シール」は
既に交付したものを
そのまま使用してく
ださい。 

（※） 副本 
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05-2 届け出た工事を取り止める場合について

(1) 建設リサイクル法第 10 条に基づく届出の取止めについて

なんらかの事情により工事着手前に工事を取り止める場合は、P.11「03 受付窓口等のご案内」にある受

付窓口へその旨ご連絡いただくようご協力ください。 

ご連絡いただいた際、受付番号を確認いたしますので、お控えに記載の受付番号を事前にご確認くださ

い。 

また、交付しました「届出済シール」は返却不要ですので処分してください。 

(2) 建設リサイクル法第 11 に基づく通知書（公共工事）の取止めについて

通知済みの公共工事を取り止める場合は、別途記録を行っておりますので担当部署等から P.11「03 受

付窓口等のご案内」にある受付窓口へその旨ご連絡ください。 
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07 解体工事を請け負う場合の許可等について 

 
 建築物等の工作物の解体工事を受注する事業者（下請業者を含む）は、原則、建設業法に基づく許可等

が必要です。 

工事を発注する場合は、元請業者及びその下請業者が、その許可等を受けていることを必ずご確認ください。 

 

 

【補足１】  

 建設業法の改正により、令和元年６月以降「とび・土工工事業」では解体工事を請け負うことができなく

なりましたのでご注意ください。 

 

【補足２】 

横浜市では上記の許可及び登録の事務を行っておりません。 

上記許可及び登録に関する手続等のお問合せは、P.61「≪参考資料 2≫関係窓口及び神奈川県内の届出

窓口について」にある、建設業の許可等の窓口へご連絡ください。 
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(2) 解体工事現場での養生等について 

養生シート・仮囲い・敷鉄板等の設置や散水等により、適切な防塵対策等を行ってください。 

 

(3) 吹付け石綿や石綿含有建材の除却について 

 吹付け石綿及び石綿含有建材の除去・除却については、石綿の関係法令（大気汚染防止法等）等に基づ

いた方法で十分注意し行ってください。 

また、排出される廃石綿又は石綿含有廃棄物については廃棄物処理法に基づき、適正に処理してくださ

い。 

 

【石綿の処理等に関する参考資料について】 

【資料１】 

環境省ホームページ「石綿（アスベスト）問題への取組」 

環境省ホームページ：https://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html 

 

【資料２】 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 

【厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課、環境省水・大気環境局大気環境課】 

環境省ホームページ：https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html 

 

【資料３】 

石綿含有廃棄物等処理マニュアル【環境省環境再生・資源循環局】 

環境省ホームページ：https://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/ 

 

 

 

その他、関係法令を遵守し工事を行ってください。 

【QR コード】 

【QR コード】 

【QR コード】 
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09 様式及び参考様式 

法令で定められた様式 

〇 届出書 （様式第１号） 

・ 別表１ 分別解体等の計画等 【建築物に係る解体工事】

・ 別表２ 分別解体等の計画等 【建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）】

・ 別表３ 分別解体等の計画等 【建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）】

〇 変更届出書 （様式第２号） 

・ 別表１ 分別解体等の計画等 【変更届用】

・ 別表２ 分別解体等の計画等 【変更届用】

・ 別表３ 分別解体等の計画等 【変更届用】

参考様式（法令で様式の定めがないもの） 

〇 委任状 

 代理者が提出する場合に添付が必要です。横浜市に提出するものについては委任者の押印は不要です。

（また、押印に替えて委任者が自署する必要もありません。） 

〇 解体工事工程表 （建築物用） 

 任意に作成されたものを添付しても支障ありません。ただし、解体工事については少なくとも別表にあ

る工程①～⑤の工期が明示されたものを添付してください。 

〇 法第 12 条第１項による説明書 

 法に定める説明事項が満足しているものであれば、任意に作成されたものを使用しても支障ありませ

ん。また、発注者の了承が得られる場合は書面によらず電子データを使用することもできます。 

〇 法第 12 条第３項による告知書 

 法令上は口頭でもよいこととなっていますが、トラブル防止のため書面又は電子データの使用をお願

いいたします。 

〇 法第 13 条及び省令第7条に基づく書面（※建築物に係る解体工事の場合の一例） 

 法に定める事項が満足しているものであれば、任意に作成されたものを使用しても支障ありません。ま

た、発注者の承諾が得られる場合は書面によらず電子データを使用することもできます。 

〇 法第 18 条第１項による再資源化等報告書 

 法に定める報告事項が満足しているものであれば、任意に作成されたものを使用しても支障ありませ

ん。また、発注者の承諾が得られる場合は書面によらず電子データを使用することもできます。 

その他の様式 

〇 通知書 （国等の公共工事用） 
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11 よくあるＱ＆Ａ 

 
１ 用語に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１ 〇〇は特定建設資材に該当しますか 
 

２ 建設リサイクル法に基づく届出の要否に関するＱ＆Ａ 

Ｑ２ 工事着手後、設計変更により建設リサイクル法の対象規模となった建設工事は届出が必要ですか 

Ｑ３ 一連の工事を２以上の契約に分けて工事契約を結んだのですが、工事契約ごとの規模で届出の対

象かどうかを判断すればよいですか 

Ｑ４ 特定建設資材廃棄物が出なければ建設リサイクル法に基づく届出書の提出は不要ですか 

Ｑ５ 解体する建築物は登記されていませんが届出書の提出は必要ですか 

Ｑ６ 解体する建築物の床面積の合計は登記簿に記載されている面積で判断してよいですか 

Ｑ７ 事故等による緊急工事については届出書の提出が免除されますか 

Ｑ８ 火災にあった建築物を解体するのですが届出書の提出は必要ですか 
 

３ 建設リサイクル法に基づく届出書の記入・提出方法に関するＱ＆Ａ 

Ｑ９ 届出書の発注者又は自主施工者の押印は不要ですか。 

Ｑ10 届出書に添付する委任状について委任者の押印は不要ですか。 

Ｑ11 工事の着手日はどの時点をさすのですか 

Ｑ12 複数の工事の種類に該当する場合、届出書をその該当数分作成する必要がありますか 

Ｑ13 届出書に不備があった場合はどうなりますか 
 

４ その他の届出に関するＱ＆Ａ 

Ｑ14 届出を行う義務があるのは誰ですか 

Ｑ15 解体工事着手前の周辺への事前周知に関する決まりは横浜市にありますか 

Ｑ16 届出書の内容に変更があったのですが変更届は必要ですか 

Ｑ17 届出をした工事が取止めになったのですが何か手続はありますか 
 

５ 公共工事に関するＱ＆Ａ 

Ｑ18 国等から公共工事を請け負ったのですが届出書の提出は必要ですか 

Ｑ19 通知書の内容に変更があった場合に変更の通知は必要ですか 
 

６ 再資源化に関するＱ＆Ａ 

Ｑ20 ＣＣＡ処理木材等の再資源化困難な特定建設資材廃棄物はどのように処理すればよいですか 
 

７ 横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱（80 ㎡未満の建築物の解体工事）に関するＱ＆Ａ 

Ｑ21 「建設リサイクル法」と「横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱」での対象建設工事の取扱い

はどのように違うのでしょうか 
 

８ その他のＱ＆Ａ 

Ｑ22 解体工事を請け負う場合で元請業者が建設業法に基づく解体工事業等の許可を持っていれば、

下請業者は許可等をもっていなくてもよいですか 
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Ｑ１ 〇〇は特定建設資材に該当しますか 

Ａ P.10「特定建設資材の具体例」をご確認ください。 

Ｑ２ 工事着手後、設計変更により建設リサイクル法の対象規模となった建設工事は届出が必要ですか 

Ａ 建設リサイクル法に基づく届出が必要です。対象規模となった日から速やかに届出書の提出をお願い

します。 

【補足】 

・上記の場合の届出書に添付する「工程表」については、当該工事の既に着手した部分を含む一連の工程

表を添付してください。また、その工程表に設計変更により建設リサイクル法の対象となった日を明示

してください。

・上記の場合の届出書に記載する「工事着手予定日」の欄には、設計変更により建設リサイクル法の対象

となった日を記入してください。 

Ｑ３ 一連の工事を２以上の契約に分けて工事契約を結んだのですが、工事契約ごとの規模で届出の対象

かどうかを判断すればよいですか 

Ａ 発注者及び元請業者が同一の建設工事で、一連性のある工事については分割契約されていたとして

も、工事の種類ごとに一連する全体の規模で届出の対象となるかどうかの判断をする必要があります。 

なお、工事契約ごとに元請業者が異なる場合は、その契約した工事の規模ごとに届出の対象となるか判断

します。 

【一連性のある工事の例】 

・隣接する建築物の複数棟の解体工事 ・一連する区画内での建築物の複数棟の新築工事

・同一路線上で行う舗装、管工事 ・一連の造成区域での造成工事、擁壁工事 等

Ｑ４ 特定建設資材廃棄物が出なければ建設リサイクル法に基づく届出書の提出は不要ですか 

Ａ 特定建設資材廃棄物の排出の有無は届出の要否の判断に関係ありません。特定建設資材廃棄物が排出

されない場合であっても建設リサイクル法に基づく届出が必要となる場合があります。 

届出の必要な建設工事に該当するかについては、P.7 のフロー図を使用し確認することができます。 

Ｑ５ 解体する建築物は登記されていませんが届出書の提出は必要ですか 

Ａ 建築物の不動産登記の有無は届出の要否の判断に関係ありません。未登記の物件であっても対象規模

以上となる建設工事をその建築物に対して行う場合は、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。 

Ｑ６ 解体する建築物の床面積の合計は登記簿に記載されている面積で判断してよいですか 

Ａ 登記簿上の床面積を参考とする場合は、登記簿に付随する建物図面と現状の形状が異ならないか等の

確認を行ってください。登記後の増築等について登記内容を更新していない場合もありますのでご注意

ください。 
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Ｑ７ 事故等による緊急工事については届出書の提出が免除されますか 

Ａ 建設リサイクル法に届出を免除する規定がないため同法に基づく届出が必要となりますが、緊急に対

応が必要となるものについては届出がない状況での工事着手もやむを得ないと判断することがありま

す。ただし、本来提出すべき届出書については横浜市より同法に基づく報告と合わせ、事後であっても提

出を求めることになりますので、緊急工事を行った場合は速やかに届出書の受付窓口（P.11「03 受付窓

口等のご案内」参照）にご相談ください。 

 
Ｑ８ 火災にあった建築物を解体するのですが届出書の提出は必要ですか 

Ａ 火災にあった建築物の解体工事に関する届出の要否については、以下のように判断します。 

 

１ 建築物の基礎を除く躯体の全部又は一部が燃え残っている場合 

(1) 屋根又は床が燃え残っている場合 

  屋根又は１階以外の床が燃え残っている場合は、その屋根又は床が架かっている部分の床面積の合

計面積が 80 ㎡以上の場合は建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。また、その面積が 80

㎡未満の場合は「横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱」に基づく解体工事届出書の提出をお願い

します。（同要綱については建設リサイクル法と取扱いが異なる点があるため Q21 もご確認ください） 

(２) 屋根及び床が全焼し、その他の躯体（柱又は壁等）のみが燃え残っている場合 

  床面積が算定できないため建築物の解体工事としては建設リサイクル法及び上記要綱に基づく届出

が不要です。ただし、基本的に燃え残るコンクリート基礎部分については建築物以外の工作物として取

扱い、その解体工事の請負金額が 500 万円以上となる場合には、工事の種類が「建築物以外のものに係

る解体工事又は新築工事等」に該当するものとして建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要で

す。 

２ 建築物の基礎を除く躯体の全部が焼失している場合 

 基本的に燃え残るコンクリート基礎部分を建築物以外の工作物として取り扱い、その解体工事の請負

金額が 500 万円以上となる場合には、工事の種類が「建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等」

に該当するものとして建設リサイクル法に基づく届出書の提出が必要です。 

 
Ｑ９ 届出書の発注者又は自主施工者の押印は不要ですか。 

Ａ 建設リサイクル法に基づく届出書（様式第一号）及び変更届出書（様式第二号）の発注者又は自主施

工者の押印欄は省令改正により廃止され、押印が不要となりました。 

 
Ｑ10 届出書に添付する委任状について委任者の押印は不要ですか。 

Ａ 横浜市に提出される建設リサイクル法に基づく届出書又は変更届出書に添付する委任状については、

委任者の押印は不要です。（また、押印に代えて委任者が自署する必要もありません。） 

なお、委任状の委任者の押印に関する取扱いについては、行政庁により取扱いが異なるため横浜市以外の

行政庁に提出されるものについては、その提出先の行政庁にお問い合せください。 
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Ｑ11 工事の着手日はどの時点をさすのですか 

Ａ 実際に現場で解体工事・新築工事等を開始する日をさし、その工事のための仮設工事も工事の着手に

含まれます。ただし、現場での除草や資材搬入などの準備工事は含みません。 

 
Ｑ12 複数の工事の種類に該当する場合、届出書をその該当数分作成する必要がありますか 

Ａ １つの届出書で複数の工事の種類の届出をおこなうことができますので、工事の種類ごとに届出書を

作成する必要はありません。ただし、工事の種類ごとに発注者及び元請業者の組合せが異なる等の場合は

工事の種類ごとに届出書の作成が必要となりますのでご注意ください。 

 
Ｑ13 届出書に不備があった場合はどうなりますか 

Ａ 記入漏れや誤記載については窓口での提出時に追記・修正を行っていただきます。 

不備の内容によっては法律に基づく手続上の義務が履行されていないと判断される場合もありますの

で、提出前に記載漏れ、必要書類の添付忘れがないかご確認ください。 

 
Ｑ14 届出を行う義務があるのは誰ですか 

Ａ 建設リサイクル法に基づく届出書の届出義務は発注者又は自主施工者にあります。 

届出については代理者に委任することができますが、その代理行為を業として行う場合にはその代理者

は一定の資格（行政書士、建築士）が必要となりますのでご注意ください。 

 
Ｑ15 解体工事着手前の周辺への事前周知に関する決まりは横浜市にありますか 

Ａ 建設リサイクル法の対象となる解体工事について、事前周知等の方法を定めた条例等はありません。

ただし、工事場所周辺でのトラブルを防止するため工事内容、工事期間及び工事時間等に関する近隣説明

を行ったうえで施工していただくようお願いいたします。 

【補足】 

中高層建築物条例の標識（看板）設置後に、既存建築物（※１）の解体工事を行う場合には、解体工事

の標識設置と説明が必要です。 

（※１ 主要構造部が鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものに限る） 

中高層建築物条例の内容については、以下の部署にお問い合せください。 

〇 横浜市建築局 建築指導部情報相談課 

横浜市中区本町６－５０－１０ （市庁舎 25 階） 

電話：045-671-2350 

 
Ｑ16 届出書の内容に変更があったのですが変更届は必要ですか 

Ａ P.16「05-1 届け出た内容を変更する場合の手続」をご確認ください。 

 
Ｑ17 届出をした工事が取止めになったのですが何か手続はありますか 

Ａ P.17「05-2 届け出た工事を取り止める場合について」をご確認ください。 
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Ｑ18 国等から公共工事を請け負ったのですが届出書の提出は必要ですか 

Ａ 国等が発注する公共工事については建設リサイクル法に基づく届出書の提出は不要ですが、同法第

11 条に基づき通知書の提出が必要となります。この通知書の提出義務者は国等になります。 

なお、建設リサイクル法 12 条に基づく発注者への説明、同法第 13 条に基づく工事契約書への追加書

面の添付及び同法第 18 条に基づく再資源化等に関する発注者への報告は、公共工事の場合であっても元

請業者から行う必要がありますのでご注意ください。 

 
Ｑ19 通知書の内容に変更があった場合に変更の通知は必要ですか 

Ａ 国等が発注する公共工事については、届出を要する行為をしようとする旨を通知することで足りるた

め、変更の通知は必要ありません。 

変更の通知は必要ありませんが、工期が延長するなど情報提供いただいた場合は本市ではその記録等

を行っております。 

 
Ｑ20 ＣＣＡ処理木材等の再資源化困難な特定建設資材廃棄物はどのように処理すればよいですか 

Ａ ＣＣＡ処理木材を例にすると、処理されている部分とされていない部分に分離・分別が可能な場合は

それを行い、ＣＣＡ処理がされていない部分については再資源化を工事の受注者は行ってください。分

離・分別が困難な場合はＣＣＡ処理がなされた可能性がある部分を含めてＣＣＡ処理木材とみなして適

正に処分してください。 

 
Ｑ21 「建設リサイクル法」と「横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱」での対象建設工事の取扱いはど

のように違うのでしょうか 

Ａ 「横浜市 建築物の解体工事に係る指導要綱」（以下「要綱」という。）は、特定建設資材の再資源化

の促進及び石綿の適正処理等を目的として定めているもので、床面積の合計が 80 ㎡未満の建築物の解体

工事について同要綱に基づき解体工事届出書の提出を求めています。 

１ 以下の工事は要綱の対象外になります。 

(1) 建設リサイクル法の対象となる建築物の解体工事 

(2) 建築物の新築又は増築工事 

(3) 建築物の改修工事、修繕工事等（建築物の解体・新築・増築工事いずれにも該当しないもの） 

(4) 建築物以外の工作物に対する工事 

２ 要綱は建設リサイクル法と異なり、解体する建築物の部分に特定建設資材が使用されていない場合は

解体工事届出書の提出は不要となります。（以下の【例】参照） 

【例】 

 基礎が鉄筋コンクリートで躯体が鉄骨造の建築物について、鋼板と鉄骨のみで構成される床を解体し

た場合、その床面積が 80 ㎡未満のときは、その解体部分に特定建設資材が使用されていないため要綱に

よる解体工事届出書の提出は不要です。 

ただし、建設リサイクル法の場合は特定建設資材を用いた建築物（例の場合だと基礎部分にコンクリー

トを用いた建築物と判断される）の解体工事で、その解体する床面積の合計が 80 ㎡以上となるものを届

出の対象としているため、上記例において解体する床面積が 80 ㎡以上となる場合は、解体部分に特定建

設資材が用いられていなかったとしても同法に基づく届出書の提出が必要となります。 
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Ｑ22 解体工事を請け負う場合で元請業者が建設業法に基づく解体工事業等の許可を持っていれば、下請

業者は許可等をもっていなくてもよいですか 

Ａ P.22「07 解体工事を請け負う場合の資格について」をご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考資料１ 国土交通省掲載の建設リサイクル法 Q＆A について 

 
「11 よくあるＱ＆Ａ」以外に、国⼟交通省のホームページで「建設リサイクル法 質疑応答集（案）」が

掲載されています。建設リサイクル法に関する基本的な考え⽅を⽰したものとなっていますので、こち
らも参考にご活⽤ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国土交通省ホームページ 建設リサイクル法Ｑ＆Ａ 

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0303/page_030308faq.htm） 
※アクセス時点によりサイトデザイン等が変更されていることがあります。ご了承ください。 

 

【国土交通省ホームページアドレス】 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/

d0303/page_030308faq.htm 

【QR コード】 
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参考資料２ 関係窓口及び神奈川県内の届出窓口について 

 
１ 関係窓口について 

 
項 目 担当窓口 住所・電話番号 

石 

綿 

｟
ア 

ス 

ベ 

ス 

ト
｠ 

関 

係 

廃棄物処理法関係 

・市規則に基づく特別管理産業廃棄物

(吹付け石綿等)、石綿含有成形板(計

1,000 ㎡以上)を排出する場合の届出 

横浜市資源循環局 

事業系廃棄物対策課 

管理係 

横浜市中区本町 6-50-10 

市庁舎 23 階 

045-671-4090 

大気汚染防止法関係 

・吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、

保温材及び耐火被覆材を含む解体工事

時の届出 

・石綿事前調査結果報告システムでの

報告 

横浜市みどり環境局 

大気・音環境課 

大気担当 

横浜市中区本町 6-50-10 

市庁舎 27 階 

045-671-3843 

労働安全衛生法関係 

・労働安全衛生法、石綿障害予防規則に

基づく建築物解体時の届出等 

横浜南労働基準監督署 

（中区、南区、磯子区、港南

区、金沢区） 

横浜市中区北仲通 5-57 

横浜第 2 合同庁舎 9 階 

045-211-7375 

鶴見労働基準監督署 

（鶴見区：扇島を除く） 

横浜市鶴見区鶴見中央 

2-6-18 

045-501-4968 

川崎南労働基準監督署 

（鶴見区扇島） 

川崎市川崎区宮前町 8-2 

044-244-1271 

横浜北労働基準監督署 

（西区、神奈川区、港北区、

緑区、青葉区、都筑区） 

横浜市港北区新横浜 2-4-1 

日本生命新横浜ビル 3・4 階 

045-474-1252 

横浜西労働基準監督署 

（戸塚区、栄区、泉区、旭区、

瀬谷区、保土ケ谷区） 

横浜市保土ケ谷区岩井 

1-7 保土ケ谷駅ビル４階 

045-332-9311 

騒音規制法・振動規制法関係 

・特定建設作業の届出 

横浜市みどり環境局 

大気・音環境課  

騒音担当 

横浜市中区本町 6-50-10 

市庁舎 27 階 

045-671-2485 

建設業の許可 

解体工事業の登録 

神奈川県県土整備局 

建設業課 

建設業審査グループ 

中区日本大通 33 神奈川県

住宅供給公社ビル５階 

045-285-3218 

建設系廃棄物マニフェストの入手先 
一般社団法人 

神奈川県建設業協会 

横浜市中区太田町 2-22 

045-201-8451 

 

２ 神奈川県内の届出窓口について 

 

横浜市外の建設工事に関する建設リサイクル法の届出は横浜市では受付けできません。横浜市外にお

ける神奈川県内の届出窓口については同県ホームページでご確認ください。 

 

【神奈川県ホームページ 建設リサイクル法の届出等窓口一覧表】 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4071/p11956.html 

【QR コード】 
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横浜市 資源循環局 
事業系廃棄物対策課 管理係 

 

令和７年４月改訂 

 

〒２３１－０００５ 

横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 市庁舎 23 階 

TEL ０４５－６７１－３４４６ 

 




